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文化財保存修復国際情報データベース化に関する研究（③セ07-08-3/5）

世界各地の文化財及びその保存修復に関する情報を収集・整理し、調査研究に活用するとともに、関連分

野の専門家に対して効果的に発信していくことを目的にデータベースを作成する。

　また、文化遺産国際協力センターでこれまでに実施してきた事業の成果をデータベース化して公開する。

１　情報の収集とデータベース化

目　　的

世界各地、特に現在文化遺産国際協力センターで対象としている地域の遺跡を中心にデータベースを作成

する。名称、種類、年代、所在地などの基礎的な属性情報のほか、保存修復履歴やその際の国際協力の有無

といった付帯的な情報、さらに法令や保存管理計画などの関連の文献、写真や実測図、地図、衛星画像など

総合的に情報を収集する。

成　　果

平成13年度から収集を行っている世界各国の文化財保護に関連する法令について、引き続き法令を収集す

るとともに、日本の文化財保護法で用いられている分類を手がかりとして、昨年度に引き続き各国の法令が

対象とする文化財による分類を行い、データベース化を実施している。

２　情報の発信

目　　的

文化財保存修復や国際協力事業に携わっている専門家を対象に、文化遺産国際協力センターが行っている

調査研究などの事業に関する成果を公開する。

成　　果

　これまでに和訳した世界各国の文化財保護に関連した法令の条文についてPDF化を行い、文化遺産国際

協力センターのウェブサイトで逐次公開している。また、印刷物としては、まず、文化遺産国際協力センター

が文化遺産保護の専門家を招へいして研修を行うなどの国際協力事業を行っているイラクの文化財保護に関

する法令をアラビア語から和訳し、「文化財保護関連法令集　イラク」として印刷・出版した。また、今年

度に文化遺産保護に関する交流について教育・文化・科学省を相手側として合意書を締結したモンゴル、平

成19年度に中央アジア５カ国を招いて「アジア文化遺産国際会議」を開催したウズベキスタンの法令につい

ても、モンゴル語、ロシア語からそれぞれ和訳し、関連資料とともに「文化財保護関連法令シリーズ」とし

て出版した。さらに、日本の文化財保護法について、日本語の条文とともに各条文に関連する判例の要旨を

添付し、最新の改正を反映した英訳がなかったことから英訳を行い、「文化財保護関連法令シリーズ[3]」と

して出版した。なお、法令の翻訳にあたっては、あえて原語に忠実で説明的な直訳を心がけることで、日本

語の類似の制度などとの混同を避ける工夫を図っている。このほか、平成13年度～17年度の「アジア文化財

保存セミナー」報告書をPDF化した。さらに、文化遺産国際協力センターのウェブサイトで、最新の出版

物の目次やプレスリリース等を掲載することで、研究成果を公開している。
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